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（別紙） 

○個人タクシー事業の申請に対する審査基準について 

新 旧 

 

公    示 

 

公示第２３号 

 

   個人タクシー事業の申請に対する審査基準について 

 

 

 個人タクシー事業（道路運送法第４条に基づく許可を受けた個人のみが自動車を

運転することにより事業を行うべき旨の条件の付された一般乗用旅客自動車運送事

業。以下「個人タクシー」という。）の申請について、道路運送法（昭和２６年法

律第１８３号、以下「法」という。）の規定に係る審査基準を下記のとおり定めた

ので公示する。 

 

平成１４年７月１日 

 

                 北陸信越運輸局長 武藤 秀一 

 

記 

 

 

１． (１) ～ (３) （略） 

 (４) 法令遵守状況 

① 申請日以前５年間及び申請日以降に、次に掲げる処分を受けていないこ

と。また、過去にこれらの処分を受けたことがある場合には、申請日の５年

前においてその処分期間が終了していること。 

(イ) ～（ニ）（略） 

(ホ) 刑法（明治 40 年法律第 45 号）、暴力行為等処罰に関する法律（大正

15 年法律第 60 号）、麻薬及び向精神薬取締法（昭和 28 年法律第 14 号）、

覚醒剤取締法（昭和 26 年法律第 252 号）、売春防止法（昭和 31 年法律

 

公    示 

 

公示第２３号 

 

   個人タクシー事業の申請に対する審査基準について 

 

 

 個人タクシー事業（道路運送法第４条に基づく許可を受けた個人のみが自動車を

運転することにより事業を行うべき旨の条件の付された一般乗用旅客自動車運送事

業。以下「個人タクシー」という。）の申請について、道路運送法（昭和２６年法

律第１８３号、以下「法」という。）の規定に係る審査基準を下記のとおり定めた

ので公示する。 

 

平成１４年７月１日 

 

                 北陸信越運輸局長 武藤 秀一 

 

記 

 

 

１． (１) ～ (３) （略） 

 (４) 法令遵守状況 

① 申請日以前５年間及び申請日以降に、次に掲げる処分を受けていないこ

と。また、過去にこれらの処分を受けたことがある場合には、申請日の５年

前においてその処分期間が終了していること。 

(イ) ～(ニ)（略） 

(ホ) 刑法（明治 40 年法律第 45 号）、暴力行為等処罰に関する法律（大正

15 年法律第 60 号）、麻薬及び向精神薬取締法（昭和 28 年法律第 14 号）、

覚せい剤取締法（昭和 26 年法律第 252 号）、売春防止法（昭和 31 年法
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第 118 号）、銃砲刀剣類所持等取締法（昭和 33 年法律第６号）、その他

これらに準ずる法令の違反による処分 

 (ヘ) ～(ト) （略） 

②～⑤ （略） 

 (５) ～ (７)（略） 

 (８) 自動車車庫 

①～⑤（略） 

⑥ 計画する事業用自動車の出入りに支障がなく、前面道路が車両制限令（昭

和 36 年政令第 265 号）に抵触しないものであること。また、前面道路が私

道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承諾書の

提出があること。ただし、所有者不明等の事情により取得が困難といった事

情がある場合は承諾書の取得に代えて、取得できない理由及び所有者の異議

申立てがあった場合は、新たな車庫を確保する旨も記載した書面の提出でも

可能とする。 
 
 
⑦～⑧（略） 

(９) （略） 

 (10) 法令に関する知識 

  試験実施公示で定めるところにより行う法令の試験に合格した者である

こと。 

   試験に合格した者とは、試験実施公示Ⅰ.に規定する事前試験に合格し

た者であって、以下の（ア）から（ウ）のいずれにも該当しない者をいう。 

 

 （ア）申請前に法令の試験に合格している者（以下「申請前合格者」という。）

であって、申請する営業区域と受験した営業区域が相違している者。 

（イ）申請前合格者であって、申請日現在において合格証の有効期限が満了

している者。 

 （ウ）申請前合格者であって、試験実施公示Ⅱ.５．（２）の規定により合

律第 118 号）、銃砲刀剣類所持等取締法（昭和 33 年法律第６号）、その

他これらに準ずる法令の違反による処分 

(ヘ) ～(ト) （略） 

②～⑤ （略） 

 (５) ～ (７)（略）  

 (８) 自動車車庫 

①～⑤（略） 

⑥ 計画する事業用自動車の出入りに支障がなく、前面道路が車両制限令（昭

和 36 年政令第 265 号）に抵触しないものであること。また、前面道路が私

道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があ

り、かつ、当該私道に接続する公道が車両制限令に抵触しないものであるこ

と。 

 前面道路等の確認は、公道である前面道路及び私道に接続する公道につい

ては、道路幅員証明書（前面道路が出入りに支障がないこと及び通行に支障

がないことが明らかな場合を除く。）、また、私道については、当該私道の

通行に係る使用権原を有する者の承諾書の提出により行うこととする。 

⑦～⑧（略） 

(９) （略） 

 (10) 法令に関する知識 

  試験実施公示で定めるところにより行う法令の試験に合格した者である

こと。 

   試験に合格した者とは、試験実施公示Ⅰ.に規定する試験のいずれかに

合格した者であって、以下の（ア）から（ウ）のいずれにも該当しない者

をいう。 

 （ア）申請前に法令の試験に合格している者（以下「申請前合格者」という。）

であって、申請する営業区域と受験した営業区域が相違している者。 

（イ）申請前合格者であって、申請日現在において合格証の有効期限が満了

している者。 

 （ウ）申請前合格者であって、試験実施公示Ⅱ.５．（２）の規定により合
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格が無効とされた者。 

 (11) （略） 

 (12) 申請及び処分の時期等 

  ① 申請の受付 

 毎年度５月１日から５月３１日まで、９月１日から９月３０日まで及び１

月１日から１月３１日までの間とする。ただし、当該受付期間の末日が閉庁

日の場合には、直後の開庁日までとする。 

 なお、タクシー適正化・活性化特措法第３条第１項の規定による特定地域

に指定されている地域を営業区域とする申請の受付は行わない。 

 また、タクシー適正化・活性化特措法第３条の２第１項の規定による準特

定地域に指定されている地域を営業区域とする申請は、「準特定地域におけ

る一般乗用旅客自動車運送事業の適正化の推進のために監督上必要となる

措置等の実施について（平成２６年 1 月２７日付け公示第７７号）」Ⅱ．１．

に基づき北陸信越運輸局長が公示した期間を受付期間とする。 

  ②～⑤（略） 

 

２．（略） 

 

３．(１) （略） 

 (２) 新規許可等に付す条件 

 新規許可又は譲渡譲受認可若しくは相続認可（以下「許可等」という。）に

当たっては、少なくとも次の条件を付すこととする。 

①～⑧（略） 

⑨ 刑法、暴力行為等処罰に関する法律、麻薬及び向精神薬取締法、覚醒剤取

締法、売春防止法、銃砲刀剣類所持等取締法のいずれかに抵触する行為によ

り処罰を受けた場合には、許可を取り消すことがあること。 

⑩～⑮（略） 

 (３) （略） 

 

格が無効とされた者。 

(11) （略） 

 (12) 申請及び処分の時期等 

  ① 申請の受付 

 毎年９月１日から９月３０日までとする。ただし、当該受付期間の末日が

閉庁日の場合には、直後の開庁日までとする。 

  

なお、タクシー適正化・活性化特措法第３条第１項の規定による特定地域に

指定されている地域を営業区域とする申請の受付は行わない。 

 また、タクシー適正化・活性化特措法第３条の２第１項の規定による準特

定地域に指定されている地域を営業区域とする申請は、「準特定地域におけ

る一般乗用旅客自動車運送事業の適正化の推進のために監督上必要となる

措置等の実施について（平成２６年 1 月２７日付け公示第７７号）」Ⅱ．１．

に基づき北陸信越運輸局長が公示した期間を受付期間とする。 

②～⑤（略） 

 

２．（略） 

 

３．(１) （略） 

 (２) 新規許可等に付す条件 

 新規許可又は譲渡譲受認可若しくは相続認可（以下「許可等」という。）に

当たっては、少なくとも次の条件を付すこととする。 

①～⑧（略） 

⑨ 刑法、暴力行為等処罰に関する法律、麻薬及び向精神薬取締法、覚せい剤

取締法、売春防止法、銃砲刀剣類所持等取締法のいずれかに抵触する行為に

より処罰を受けた場合には、許可を取り消すことがあること。 

⑩～⑮（略） 

(３) （略） 
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４．～９．（略） 

 

附 則（略） 

附 則（令和８年２月２７日付け公示第８２号で一部改正） 

改正後の公示は、令和８年２月２７日以降に申請を受け付けたものから適用 

する。 

 

別表（略） 

 

４．～９．（略） 

 

附 則（略） 

 

 

 

 

別表（略） 

 

 


